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大

島

理
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衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
医
療
機
関
の
物
資
不
足
と
国
か
ら
の
緊
急
配
布
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
医
療
機
関
の
物
資
不
足
と
国
か
ら
の
緊
急
配
布
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

マ
ス
ク
、
ア
イ
ソ
レ
ー
シ
ョ
ン
ガ
ウ
ン
及
び
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
（
以
下
「
マ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
需

給
が
ひ
っ
迫
し
て
お
り
、
医
療
機
関
が
自
ら
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
が
製
造
業
者
等
か
ら
買

い
上
げ
、
医
療
機
関
等
に
配
布
し
て
い
る
。 

 
 

具
体
的
に
は
、
「
医
療
機
関
向
け
マ
ス
ク
の
医
療
機
関
等
へ
の
配
布
に
つ
い
て
（
そ
の
二
）
」
（
令
和
二
年
五
月
十
四
日

付
け
厚
生
労
働
省
医
政
局
経
済
課
（
マ
ス
ク
等
物
資
対
策
班
）
事
務
連
絡
。
以
下
「
五
月
十
四
日
付
け
事
務
連
絡
」
と
い

う
。
）
及
び
「
医
療
従
事
者
の
個
人
防
護
具
（
Ｐ
Ｐ
Ｅ
）
の
医
療
機
関
等
へ
の
配
布
に
つ
い
て
（
そ
の
二
）
」
（
令
和
二
年

五
月
十
四
日
付
け
厚
生
労
働
省
医
政
局
経
済
課
（
マ
ス
ク
等
物
資
対
策
班
）
事
務
連
絡
）
に
よ
り
、
医
療
機
関
等
に
対
し
て
、

都
道
府
県
を
通
じ
て
、
又
は
厚
生
労
働
省
か
ら
直
接
、
マ
ス
ク
等
を
配
布
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
に
係
る
病
院
の
医
療
提
供
状
況
等
の
状
況
把
握
に
つ
い
て
（
協
力
依
頼
）
」
（
令
和
二
年
三
月
二
十
六
日
付
け
健

感
発
〇
三
二
六
第
三
号
・
医
政
地
発
〇
三
二
六
第
一
号
・
閣
副
第
三
百
二
十
五
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
結
核
感
染
症
課
長
及

び
医
政
局
地
域
医
療
計
画
課
長
並
び
に
内
閣
官
房
情
報
通
信
技
術
（
Ｉ
Ｔ
）
総
合
戦
略
室
長
連
名
通
知
。
以
下
「
三
月
二
十



 

２ 

 

六
日
付
け
通
知
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
医
療
機
関
に
お
け
る
医
療
用
物
資
の
在
庫
状
況
等
に
係
る
調
査
（
以
下
「
政
府

調
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
て
お
り
、
「
医
療
機
関
等
に
お
け
る
医
療
用
物
資
の
緊
急
時
へ
の
対
応
に
つ
い
て
（
そ
の

二
）
」
（
令
和
二
年
五
月
二
十
二
日
付
け
厚
生
労
働
省
医
政
局
経
済
課
（
マ
ス
ク
等
物
資
対
策
班
）
事
務
連
絡
。
以
下
「
五

月
二
十
二
日
付
け
事
務
連
絡
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
院
内
感
染
の
リ
ス
ク
が
高
い
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

患
者
を
受
け
入
れ
る
病
院
及
び
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
実
施
す
る
診
療
所
に
対
し
て
は
、
当
該
病
院
等
に
係
る
政
府
調
査
の
情
報
を

踏
ま
え
、
緊
急
時
に
厚
生
労
働
省
か
ら
直
接
マ
ス
ク
等
の
配
布
（
以
下
「
国
か
ら
の
緊
急
配
布
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
い

る
。
ま
た
、
五
月
二
十
二
日
付
け
事
務
連
絡
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
に
対
し
、
各
医
療
機
関
に
係
る
政
府
調
査
の
情
報
等

を
踏
ま
え
、
必
要
性
や
緊
急
性
等
を
判
断
し
、
国
か
ら
の
緊
急
配
布
の
対
象
と
な
る
医
療
機
関
に
限
ら
ず
、
不
足
が
見
込
ま

れ
る
医
療
機
関
に
対
し
て
、
都
道
府
県
が
備
蓄
す
る
医
療
用
物
資
又
は
国
が
配
分
し
た
マ
ス
ク
等
を
配
布
す
る
よ
う
依
頼
し

て
い
る
。 

 
 

お
尋
ね
の
「
Ｇ

Ｍ
Ｉ
Ｓ
を
通
じ
て
配
布
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
ベ
ト

ナ
ム
の
国
会
議
長
よ
り
・
・
・
寄
贈
の
申
し
出
が
あ
っ
た
」
も
の
も
含
め
、
寄
附
に
よ
り
確
保
し
た
マ
ス
ク
等
に
つ
い
て
は
、

国
か
ら
の
緊
急
配
布
で
は
な
く
、
五
月
十
四
日
付
け
事
務
連
絡
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
都
道
府
県
を
通
じ
て
医
療
機
関
等
に
配



 

３ 

 

布
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
今
後
一
週
間
あ
た
り
の
必
要
な
数
量
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
か
ら
の

緊
急
配
布
に
お
い
て
は
、
三
月
二
十
六
日
付
け
通
知
及
び
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
係
る
病
院
の
医
療
提
供

状
況
等
の
把
握
等
に
つ
い
て
調
査
項
目
一
部
変
更
の
お
知
ら
せ
（
そ
の
五
）
」
（
令
和
二
年
五
月
十
五
日
付
け
厚
生
労
働
省

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
推
進
本
部
事
務
連
絡
）
に
基
づ
い
て
医
療
機
関
が
記
入
し
た
政
府
調
査
の
「
医
療
機
関

週
次
調
査
シ
ー
ト
兼
医
療
用
物
資
緊
急
配
布
調
査
シ
ー
ト
」
（
以
下
「
週
次
調
査
シ
ー
ト
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
「
今
後

一
週
間
あ
た
り
の
想
定
消
費
量
」
及
び
「
今
後
一
週
間
に
購
入
で
き
る
見
込
量
」
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
必
要

な
確
認
等
を
行
っ
た
上
で
、
当
該
医
療
機
関
に
配
布
す
る
数
量
を
決
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
五
月
二
十
二
日
付
け
事
務

連
絡
に
お
い
て
は
、
「
当
面
は
、
「
今
後
一
週
間
あ
た
り
の
想
定
消
費
量
」
か
ら
「
物
資
購
入
の
見
込
量
」
を
減
じ
た
枚
数

の
四
倍
程
度
（
四
週
間
分
程
度
）
の
配
布
を
想
定
し
て
お
り
ま
す
。
」
と
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
ゴ
ー
グ
ル
、
防
護
服
、
サ
ー
ジ
カ
ル
ガ
ウ
ン
」
に
関
し
て
は
、
医
療
機
関
に



 

４ 

 

お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
予
防
に
お
け
る
必
要
性
や
代
替
性
、
入
手
の
困
難
度
合
い
等
を
踏
ま
え
、
現

時
点
で
は
国
か
ら
の
緊
急
配
布
の
対
象
と
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

国
か
ら
の
緊
急
配
布
に
つ
い
て
は
、
「
医
療
機
関
等
に
お
け
る
医
療
用
物
資
の
緊
急
時
へ
の
対
応
に
つ
い
て
」
（
令
和
二

年
四
月
二
十
四
日
付
け
厚
生
労
働
省
医
政
局
経
済
課
（
マ
ス
ク
等
物
資
対
策
班
）
事
務
連
絡
）
に
基
づ
き
、
令
和
二
年
四
月

二
十
四
日
か
ら
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
事
務
連
絡
に
お
い
て
、
国
か
ら
の
緊
急
配
布
の
「
対
象
と
な
る
医
療
機
関
は

当
面
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
患
者
（
疑
い
患
者
を
含
む
。
）
を
受
け
入
れ
る
病
院
及
び
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
た
め
の
検
体
採
取

を
行
う
診
療
所
に
限
り
ま
す
。
」
及
び
「
数
値
に
つ
い
て
適
正
か
ど
う
か
確
認
を
行
う
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
医
療
機

関
に
対
し
て
国
が
照
会
等
を
実
施
し
ま
す
。
」
と
示
し
て
お
り
、
こ
れ
を
受
け
、
政
府
調
査
の
週
次
調
査
シ
ー
ト
に
つ
い
て
、

同
日
に
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
患
者
等
の
受
入
医
療
機
関
や
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
検
体
採
取
を
行
う
医
療
機
関
に
限
る
」

と
の
記
載
、
同
年
五
月
十
一
日
に
「
都
道
府
県
と
連
携
し
て
配
布
の
有
無
や
配
布
量
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
の

記
載
を
追
記
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 



 

５ 

 

 
 

御
指
摘
の
「
現
在
は
国
か
ら
の
緊
急
配
布
の
対
象
外
」
、
「
都
道
府
県
か
ら
タ
イ
ム
リ
ー
に
物
資
が
配
布
さ
れ
て
い
な
い

現
状
」
及
び
「
ほ
と
ん
ど
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
五
月
二
十
二
日
付

け
事
務
連
絡
に
よ
り
、
都
道
府
県
に
対
し
、
各
医
療
機
関
に
係
る
政
府
調
査
の
情
報
等
を
踏
ま
え
、
必
要
性
や
緊
急
性
等
を

判
断
し
、
国
か
ら
の
緊
急
配
布
の
対
象
と
な
る
医
療
機
関
に
限
ら
ず
、
不
足
が
見
込
ま
れ
る
医
療
機
関
に
対
し
て
、
都
道
府

県
が
備
蓄
す
る
医
療
用
物
資
又
は
国
が
配
分
し
た
マ
ス
ク
等
を
配
布
す
る
よ
う
依
頼
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
府
調
査

に
回
答
し
た
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、
緊
急
の
支
援
を
適
時
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
係
る
病
院
の
医
療
提
供
状
況
等
の
把
握
等
に
つ
い
て
調

査
項
目
一
部
変
更
の
お
知
ら
せ
（
そ
の
二
）
」
（
令
和
二
年
四
月
二
十
四
日
付
け
厚
生
労
働
省
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
推
進
本
部
事
務
連
絡
）
に
基
づ
き
、
「
新
規
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者
へ
の
対
応
を
行
う
診
療
所
及
び

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
た
め
の
検
体
採
取
を
行
う
診
療
所
等
」
に
つ
い
て
も
政
府
調
査
に
回
答
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
、

対
象
の
拡
大
が
図
ら
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

七
に
つ
い
て 



 

６ 

 

 
 

御
指
摘
の
「
一
般
の
医
療
機
関
で
の
十
分
な
感
染
防
護
具
の
供
給
」
に
つ
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、

マ
ス
ク
等
に
つ
い
て
、
国
が
製
造
業
者
等
か
ら
買
い
上
げ
、
都
道
府
県
と
連
携
し
て
、
医
療
機
関
に
配
布
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
こ
う
し
た
取
組
を
今
後
も
継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
機
関
に
お
け
る
感
染
予
防
の
徹
底
、
医
療
提
供
体
制
の

維
持
等
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。
ま
た
、
内
閣
官
房
及
び
厚
生
労
働
省
並
び
に
都
道
府
県
が
連
携
し
、
医
療
機
関
に
お
け
る

需
要
に
よ
り
的
確
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
必
要
に
応
じ
て
、
政
府
調
査
の
改
善
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 


